
令和６年５月１０日 

 

「新型コロナウイルス感染症で亡くなられた方の火葬について」の取扱いの 

廃止について 

 

 

「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、

葬儀、火葬等に関するガイドライン」の廃止について（令和６年４月２６日付け厚生労働省

事務連絡）により、当該ガイドラインが令和６年５月１０日付けで廃止されます。 

これを踏まえ、本市でも「新型コロナウイルス感染症で亡くなられた方の火葬について」

（令和５年５月８日付け・別添参考）の取扱いについて廃止といたしますので、よろしくお

願いいたします。 

 
 
 
 
 

越 谷 市 斎 場 

〒３４３－００１１ 

埼玉県越谷市大字増林３９８９番地１ 

電話 ０４８（９６０）６８００（事務室） 

          ０４８（９６０）６８０３（動物炉等予約） 

FAX   ０４８（９６０）６８０１ 
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